
広報はとやま2025.2月号

町・県⺠税の申告受付と町・県⺠税の申告受付と
所得税の申告相談⽇のお知らせ所得税の申告相談⽇のお知らせ

■相談会場 役場 3 階 305 ・ 306 会議室

■受付時間　午前 9 時～ 11 時、 午後 1 時～ 3 時 30 分

※ 令和 6 年分税の申告の詳細は、 広報はとやま１月号をご

覧ください。

■問合せ　役場税務会計課　☎ 296-5892

日程 対象地区

２
月
17日（月） 石坂・鳩山団地
18日（火） 松ヶ丘一・二丁目
19日（水） 松ヶ丘三・四丁目
20日（木） 楓ヶ丘一・二丁目
21日（金） 楓ヶ丘三・四丁目
25日（火） 鳩ヶ丘一・二丁目
26日（水） 鳩ヶ丘三～五丁目
27日（木） 大橋・奥田
28日（金） 須江・竹本

３
月
3日（月） 泉井・高野倉
4日（火） 熊井
5日（水） 小用
6日（木） 大豆戸
7日（金） 赤沼
10日（月） 今宿
11日（火）
～14日（金）、
17日（月）

上記で都合のつかない方

確定申告は確定申告は
e-Tax・スマホ申告が便利ですe-Tax・スマホ申告が便利です

　マイナンバーカードをお持ちの方は、確定申告

会場に出向かなくても、マイナンバーカード対応

のスマートフォンまたは IC カードリーダライタ

を利用して、 e-Tax で申告書を提出できます。

　マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早

めの取得をお願いします。

　申告の際は、ぜひ、国税庁ホー

ムページ「確定申告書等作成コー

ナ ー」 を 用 い て、ご 自 宅 等 か ら、

e-Tax をご利用ください。

■問合せ 
【確定申告などに関する問合せ】
国税庁ホームページ「確定申告特集」をご利用

ください。

【e-Tax・作成コーナーの操作等に関する問
合せ】
e-Tax ・ 作成コーナーヘルプデスク

☎ 0570-01-5901

ＴＴｏｐｉｃｓｏｐｉｃｓ
トピックス

マイナンバーカード取得と電⼦証明書に関する⼿続き受付中︕マイナンバーカード取得と電⼦証明書に関する⼿続き受付中︕
　町では、 平日お勤め等により来庁でき

ない方のために休日に臨時開庁し、 マイ

ナンバーカードや電子証明書に関する手続きを行っ

ています。

　お手続きには事前予約が必要です。 ご希望の方

は、 臨時開庁予定日の 4 日前までに町民健康課へ

お電話で予約をお願いします。 ご予約の際には、 ご

希望の時間帯 （午前中のみ） とお手続き内容をお

伝えください。

　正面玄関が閉まっておりますので、 来庁時には職

員通用口 （正面玄関向かって右側） からお入りくだ

さい。

◆ 2⽉〜 3⽉ 休⽇臨時開庁⽇
■⽇時　２月９日（日）、３月８日（土）午前９時～正午

■問合せ　役場町民健康課　☎ 296-5891

※ 予約があった日（予約のあった時間帯）のみ開庁

します。原則として、当日受付は行っておりません

ので、ご注意ください。

闇バイトは犯罪です
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広報はとやま2025.2月号 広報はとやま2025.2月号

鳩⼭町国⺠健康保険運営協議会委員・鳩⼭町国⺠健康保険運営協議会委員・
鳩⼭町⼈権政策推進協議会委員を公募します鳩⼭町⼈権政策推進協議会委員を公募します

町では、各種政策に町民の皆さんのご意見を反映させるため、公募委員を募集します。

鳩⼭町国⺠健康保険運営協議会委員 鳩⼭町⼈権政策推進協議会委員

募集趣旨

町では、 国民健康保険事業の運営に関する重要

事項を審議していただく鳩山町国民健康保険運

営協議会を設置しています。

令和７年３月３１日に現在の委員の任期が満了す

ることに伴い、 被保険者を代表してご意見をいた

だくため、 被保険者代表委員を公募します。

町では、 人権尊重の理念の普及と実現を目指し、

町の人権施策の総合的な推進を図るため、 鳩山町

人権政策推進協議会を設置しています。

令和 7 年 3 月 31 日に現在の委員の任期が満了す

ることに伴い、 町民を代表してご意見をいただくた

め、 委員を公募します。

応募資格

次の要件にすべて該当する方

① 鳩山町国民健康保険の被保険者 （加入期間１

年以上） で、 引き続き被保険者となる予定の方

②鳩山町にお住まいの方で、 引き続き住む予定の方

③ 令和７年４月１日において、 18 歳以上 72 歳未

満の方

④保険税を滞納していない世帯の方

⑤町議会議員、 保険医または保険薬剤師でない方

⑥平日に開催する会議等に出席できる方

⑦ 応募日現在において、 本町の審議会等で２件

以上の公募委員となっていない方

⑧ 本町の過去の審議会等への公募委員就任回数

が５回以上でない方

次の要件にすべて該当する方

① 本町に引き続き１年以上住民基本台帳法の規定

による住民登録をしている方

②令和７年４月１日において、 満１８歳以上の方

③ 応募日現在において、 本町の審議会等で２件以

上の公募委員となっていない方

④ 本町の過去の審議会等への公募委員就任回数が

５回以上でない方

募集人数 １人 ２人

報償費等 会議参加１回につき 6,000 円 会議参加１回につき 6,000 円

任　期 令和７年４月１日～令和１０年３月３１日 （３年間） 令和７年４月１日～令和９年３月 31 日 （２年間）

提出書類
応募用紙に必要事項を記入の上、 受付期間中に、 各窓口への持参 ・ 郵送のいずれかの方法で提出し

てください。 （役場 ・ 東出張所は土 ・ 日曜日、 祝日を除く午前８時３０分～午後５時１５分、 図書館は月

曜日及び２月 11 日 ・ １７日～２１日 ・ ２４日 ・ 25 日を除く午前９時３０分～午後５時）

応募用紙
設置・提出
場所

役場町民健康課 （庁舎１階） ・ 役場東出張所

※郵送の場合は町民健康課宛て

役場総務課 （庁舎２階） ・ 役場東出張所 ・ 町立図

書館　※郵送の場合は総務課宛て

郵送時の
提出先

〒 350-0392　鳩山町大字大豆戸 184-16　鳩山町役場

町民健康課　保険年金担当 総務課　職員 ・ 人権政策担当

応募期間 ２月６日 （木） ～３月３日 （月） （必着） ２月１２日 （水） ～２月２５日 （火） （必着）

委員の決定
①応募者が定員に満たない場合は、 応募資格を確認の上、 原則として応募者を委員に決定します。 　

②応募者が定員を超えた場合には、 公開抽選により委員を決定します。

※結果については、 応募者全員にお知らせします。

公開抽選日 3 月 7 日（金）午後1 時 30 分から

 役場３階 301 会議室

3 月 11 日（火）午前１０時から

役場３階 301 会議室

問合せ 町民健康課 保険年金担当 ☎ 296-5891 総務課 職員 ・ 人権政策担当　☎ 296-1214

ふるさと納税 ふるさと納税 
2024 年の寄附状況をご報告します2024 年の寄附状況をご報告します

都道府県 件数 金額 割合
北海道 4件 102,000 円 1.0%
青森県 0件 0円 0.0%
岩手県 3件 46,000 円 0.5%
宮城県 6件 96,000 円 1.0%
秋田県 2件 30,000 円 0.3%
山形県 0件 0円 0.0%
福島県 3件 48,000 円 0.5%
茨城県 4件 71,000 円 0.7%
栃木県 5件 98,000 円 1.0%
群馬県 8件 179,000 円 1.8%
埼玉県 121 件 2,696,000 円 27.1%
千葉県 20 件 349,000 円 3.5%
東京都 167 件 3,350,000 円 33.7%
神奈川県 54 件 1,107,000 円 11.1%
山梨県 3件 51,000 円 0.5%
長野県 0件 0円 0.0%
新潟県 2件 50,000 円 0.5%
富山県 2件 39,000 円 0.4%
石川県 0件 0円 0.0%
福井県 0件 0円 0.0%
岐阜県 2件 36,000 円 0.4%
静岡県 4件 63,000 円 0.6%
愛知県 17 件 302,000 円 3.0%
三重県 4件 76,000 円 0.8%

都道府県 件数 金額 割合
滋賀県 3件 52,000 円 0.5%
京都府 6件 112,000 円 1.1%
大阪府 22 件 405,000 円 4.1%
兵庫県 10 件 173,000 円 1.7%
奈良県 2件 30,000 円 0.3%
和歌山県 2件 41,000 円 0.4%
鳥取県 0件 0円 0.0%
島根県 0件 0円 0.0%
岡山県 4件 66,000 円 0.7%
広島県 3件 45,000 円 0.5%
山口県 0件 0円 0.0%
徳島県 0件 0円 0.0%
香川県 3件 59,000 円 0.6%
愛媛県 2件 38,000 円 0.4%
高知県 2件 35,000 円 0.4%
福岡県 3件 48,000 円 0.5%
佐賀県 1件 13,000 円 0.1%
長崎県 0件 0円 0.0%
熊本県 2件 26,000 円 0.3%
大分県 1件 19,000 円 0.2%
宮﨑県 0件 0円 0.0%
鹿児島県 0件 0円 0.0%
沖縄県 0件 0円 0.0%
合計 497 件 9,951,000 円 100％

町では、財源確保 ・ 地方創生の一環で、ふるさと納税

の返礼品制度を実施しています。2024 年（１月～ 12 月）

は、全国から延べ 497 件、総額 9,951,000 円のご寄附

をいただきました。

　お寄せいただいた寄附金は、 「まちづくり応援基金」に

積み立てた後、寄附者の意向を踏まえ、町の各事業に活

用させていただきます。

■問合せ　役場政策財政課　☎ 296-1212

使途 件数 ⾦額

1. 環境と共⽣するまちづくりに関する事業 147 件 2,776,000 円

2. 健康と福祉のまちづくりに関する事業 43 件 768,000 円

3.   ⼦どもたちを伸びやかに育てるまちづくり
に関する事業 239 件 5,027,000 円

4. ⽂化創造のまちづくりに関する事業 13 件 207,000 円

5. 安全で潤いのあるまちづくりに関する事業 18 件 470,000 円

6. 協働によるまちづくりに関する事業 8 件 144,000 円

事業の選択を町⻑に委任する（⾃治体におま
かせ） 29 件 559,000 円

合計 497件 9,951,000 円

寄附の使い道寄附の使い道
（使途）別⼀覧（使途）別⼀覧

　寄附者が寄附金の使い道 （使途）

について指定した内容は右表のとお

りです。お寄せいただいた寄附金は、

今年度は、 学校給食費減免事業に

活用しています。

※ 割合は、表示単位未満を四捨五入したため、個々に積み上げた数値と
合計は必ずしも一致していません。

ふるさと納税は寄附者の要望等に基づいて使われています。
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